
ふるさと納税の返礼品である
牛肉にも個体識別番号の表示が

必要です

● ふるさと納税の寄附者に対して、返礼品として送付された⽜⾁に、⽜
の個体識別番号が正しく表⽰されていない例があることが確認されてい
ます（番号の⾮表⽰・異なる番号の表⽰）
● ふるさと納税の返礼品送付の仕組みは⾃治体により異なりますが、返
礼品として⽜⾁を送付する際には、個体識別番号の表⽰が必要です
● 返礼品として送付した⽜⾁についての仕⼊れと販売の記録の保存が
必要です

ふるさと納税の返礼品として
⽜⾁を送付する販売業者は

⽜トレサ法※に基づく遵守事項を守る必要があります
※⽜の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

⽜トレサ法に基づく販売業者の遵守事項

① 個体識別番号の表⽰・伝達

② 仕⼊れ・販売の記録・保存

販売業者は、販売する特定⽜⾁、容器、包装、送り状、⼜はそ
の店舗の⾒やすい場所に、個体識別番号を表⽰し、伝達しなけ
ればなりません。

販売業者は、特定⽜⾁の販売に係る仕⼊れと販売の記録を保
存しなければなりません。



地⽅⾃治体Ａ Ｂ社
謝礼品注⽂システム運営会社

①業務委託

③発注

Ｃ社
謝礼品提供事業者
（⽜⾁販売事業者）

寄附者

②ＨＰ上で、謝礼品
申込み（⽜⾁注⽂）

④⽜⾁送付

事例①

Ｃ社は販売業者にあたるため、寄附者⼜はＢ社に対し、⽜の個体識別番号を表⽰する
必要、仕⼊れと販売の記録を保存する必要があります

【本件に関するお問い合わせ先】 個別の事案については各⾃治体や事業者の最寄りの農政局へ問合せ願います

事例②

地⽅⾃治体Ａ Ｂ社
謝礼品注⽂システム運営会社①業務委託

③発注

Ｃ社
⽜⾁販売事業者

寄附者

②ＨＰ上で、謝礼品申
込み（⽜⾁注⽂）

⑤⽜⾁送付

Ｃ社・Ｄ社はいずれも販売業者にあたるため、寄附者⼜はＢ社に対し、⽜の個体識別
番号を表⽰する必要、仕⼊れと販売の記録を保存する必要があります

Ｄ社
謝礼品提供事業者
（⽜⾁販売事業者）

④発注

売買基本契約

売買を伴う業務委託

番号⾮伝達

番号誤表⽰

謝礼品注⽂システム運営会社と契約したＣ社が寄附者に⽜⾁を送付する場合

謝礼品注⽂システム運営会社と契約したＣ社がＤ社に委託し、Ｄ社が寄附者に
⽜⾁を送付する場合

担当部署 電話番号 担当地域（都道府県）
消費・安全局消費者⾏政・⾷育課 0120（714）110 全国
北海道農政事務所消費・安全部⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（025）110 北海道
東北農政局 消費・安全部 ⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（796）110 ⻘森、岩⼿、宮城、秋⽥、⼭形、福島
関東農政局 消費・安全部 ⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（087）110 茨城、栃⽊、群⾺、埼⽟、千葉、東京、神奈川、

⼭梨、 ⻑野、静岡
北陸農政局 消費・安全部 ⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（646）110         新潟、富⼭、⽯川、福井
東海農政局 消費・安全部 ⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（242）110 愛知、岐⾩、三重
近畿農政局 消費・安全部 ⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（317）142 滋賀、京都、⼤阪、兵庫、奈良、和歌⼭
中国四国農政局消費・安全部⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（558）110 ⿃取、島根、岡⼭、広島、⼭⼝、徳島、⾹川、

愛媛、⾼知
九州農政局 消費・安全部 ⽶穀流通・⾷品表⽰監視課 0120（005）110 福岡、佐賀、⻑崎、熊本、⼤分、宮崎、⿅児島
沖縄総合事務局 農林⽔産部 消費・安全課 098（866）1672 沖縄




